
問１　学校における業務改善について

A.業務改善
方針･計画の
策定及びﾌｫ
ﾛｰｱｯﾌﾟ
所管の学校
の業務改善
に関して､時
間外勤務の
短縮に向け
た業務改善
方針や計画
を策定して
いる｡

③業務量の
削減に関す
る数値目標
(KPI)を決め
るなど､明確
な業務改善
目標を定め
ている｡

④学校にお
ける業務改
善の取組の
促進､ﾌｫﾛｰ
ｱｯﾌﾟを実施し
ており､業務
改善のPDCA
ｻｲｸﾙを構築
している｡

⑤上
記以
外

①学
校事
務の
共同
実施
を実
施して
いる｡

②庶
務事
務ｼｽ
ﾃﾑを
導入
してい
る｡

③事
務職
員の
標準
職務
例等
を示
して
いる｡

④標準職
務等におい
て､企画委
員会等へ
の参加等､
校務運営
へ主体的
に参画する
よう示して
いる｡

(①策定しているを選択した場合)A-
2.策定している業務改善方針や計
画の内容

B.事務職員の校務運営への参画の推進 (①学校事
務の共同実
施を実施し
ている｡を選
択した場
合)B-1.地方
教育行政の
組織及び運
営に関する
法律に基づ
く共同学校
事務室を設
置している｡

（１）学校における業務改善の取り組み状況について

⑤校務運
営への参
画に向けた
資質･能力
や意欲の
向上のため
の研修を実
施している｡

⑥そ
の他

⑦特
に取
り組
んで
いな
い｡

都道府県名 市区町村名

茨城県 水戸市 － － － 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 日立市 〇 〇 〇 〇 〇
茨城県 土浦市 － － － 〇
茨城県 古河市 － － － 〇
茨城県 石岡市 － － － 〇 〇
茨城県 結城市 － － － 〇
茨城県 龍ケ崎市 － － － 〇 〇
茨城県 下妻市 － － － 〇
茨城県 常総市 － － － 〇
茨城県 常陸太田市 － － － 〇
茨城県 高萩市 － － － 〇
茨城県 北茨城市 － － － 〇
茨城県 笠間市 － － － 〇 〇
茨城県 取手市 － － － 〇 〇 －
茨城県 牛久市 － － － 〇
茨城県 つくば市 － － － 〇

茨城県
ひたちなか
市

－ － － 〇 〇 〇 〇

茨城県 鹿嶋市 〇 〇 〇
茨城県 潮来市 － － － 〇
茨城県 守谷市 － － － 〇 －
茨城県 常陸大宮市 － － － 〇
茨城県 那珂市 － － － 〇
茨城県 筑西市 〇 〇 〇
茨城県 坂東市 － － － 〇
茨城県 稲敷市 － － － 〇 〇

茨城県
かすみがう
ら市

－ － － 〇 〇

茨城県 桜川市 － － － 〇 〇
茨城県 神栖市 － － － 〇 〇 〇
茨城県 行方市 － － － 〇 〇
茨城県 鉾田市 － － － 〇 〇

茨城県
つくばみらい
市

－ － － 〇

茨城県 小美玉市 － － － 〇
茨城県 茨城町 － － － 〇 －
茨城県 大洗町 － － － 〇 〇 〇
茨城県 城里町 － － － 〇
茨城県 東海村 － － － 〇 〇
茨城県 大子町 － － － 〇
茨城県 美浦村 〇 〇 〇 〇
茨城県 阿見町 － － － 〇 －
茨城県 河内町 － － － 〇 〇 －
茨城県 八千代町 － － － 〇
茨城県 五霞町 － － － 〇 〇
茨城県 境町 － － － 〇
茨城県 利根町 － － － 〇 －

1



都道府県名 市区町村名

茨城県 水戸市
茨城県 日立市
茨城県 土浦市
茨城県 古河市
茨城県 石岡市
茨城県 結城市
茨城県 龍ケ崎市
茨城県 下妻市
茨城県 常総市
茨城県 常陸太田市
茨城県 高萩市
茨城県 北茨城市
茨城県 笠間市
茨城県 取手市
茨城県 牛久市
茨城県 つくば市

茨城県
ひたちなか
市

茨城県 鹿嶋市
茨城県 潮来市
茨城県 守谷市
茨城県 常陸大宮市
茨城県 那珂市
茨城県 筑西市
茨城県 坂東市
茨城県 稲敷市

茨城県
かすみがう
ら市

茨城県 桜川市
茨城県 神栖市
茨城県 行方市
茨城県 鉾田市

茨城県
つくばみらい
市

茨城県 小美玉市
茨城県 茨城町
茨城県 大洗町
茨城県 城里町
茨城県 東海村
茨城県 大子町
茨城県 美浦村
茨城県 阿見町
茨城県 河内町
茨城県 八千代町
茨城県 五霞町
茨城県 境町
茨城県 利根町

問１　学校における業務改善について

（１）学校における業務改善の取り組み状況について

C.専門ｽﾀｯﾌ(専門的な知見を持ち､児童生徒に効果的な指導
や助言が行えるｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ､ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ､部活動
指導員等をいう｡)との役割分担の明確化

D.業務の管理・調整を図る
体制の構築

④教員や事
務職員等と専
門ｽﾀｯﾌとの
連携が進む
よう､教職員
の研修等の
理解促進の
ための取組を
実施してい
る｡

⑤そ
の
他

⑥特
に取
り組
んで
いな
い｡

①教育委
員会におい
て、学校の
教職員の
業務量を俯
瞰する組織
や体制を整
備してい
る。

②その
他

③特
に取り
組んで
いな
い。

①｢ﾁｰﾑとし
ての学校｣と
して､教員や
事務職員等
と専門ｽﾀｯﾌ
との役割分
担を明確に
している｡

②専門ｽ
ﾀｯﾌに対
して､資
質･能力
や意欲の
向上のた
めの研修
等を実施
している｡

③専門ｽ
ﾀｯﾌの人
員が確
保できる
よう､学
校に必要
な支援を
している｡

〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇
〇 〇 〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇

〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇

〇 〇
〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇
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都道府県名 市区町村名

茨城県 水戸市
茨城県 日立市
茨城県 土浦市
茨城県 古河市
茨城県 石岡市
茨城県 結城市
茨城県 龍ケ崎市
茨城県 下妻市
茨城県 常総市
茨城県 常陸太田市
茨城県 高萩市
茨城県 北茨城市
茨城県 笠間市
茨城県 取手市
茨城県 牛久市
茨城県 つくば市

茨城県
ひたちなか
市

茨城県 鹿嶋市
茨城県 潮来市
茨城県 守谷市
茨城県 常陸大宮市
茨城県 那珂市
茨城県 筑西市
茨城県 坂東市
茨城県 稲敷市

茨城県
かすみがう
ら市

茨城県 桜川市
茨城県 神栖市
茨城県 行方市
茨城県 鉾田市

茨城県
つくばみらい
市

茨城県 小美玉市
茨城県 茨城町
茨城県 大洗町
茨城県 城里町
茨城県 東海村
茨城県 大子町
茨城県 美浦村
茨城県 阿見町
茨城県 河内町
茨城県 八千代町
茨城県 五霞町
茨城県 境町
茨城県 利根町

問１　学校における業務改善について

G.各種研究事業等の適正化

（１）学校における業務改善の取り組み状況について

E.関係機関との連携・協
力体制の構築

F.研修の適正化

④そ
の他

⑤特
に取
り組
んで
いな
い。

①学校における
研究事業につ
いては、研究
テーマの精選
や報告書の形
式を含めた成
果発表の在り
方を見直してい
る。

②そ
の他

③特
に取
り組
んで
いな
い。

①教育委
員会におい
て、福祉部
局や警察
等関係機
関との連携
体制を構
築してい
る。

②そ
の他

③特
に取
り組
んで
いな
い。

①重複し
た研修内
容を整理
するなど
し、精選し
た上で実
施してい
る。

②研修報告
書の作成
は、過度な
負担となら
ないよう研
修内容に応
じて簡素化
を図ってい
る。

③研修の
実施時期
は、教職員
の負担に
ならないよ
う、十分な
調整や工
夫を行って
いる。

〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
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都道府県名 市区町村名

茨城県 水戸市
茨城県 日立市
茨城県 土浦市
茨城県 古河市
茨城県 石岡市
茨城県 結城市
茨城県 龍ケ崎市
茨城県 下妻市
茨城県 常総市
茨城県 常陸太田市
茨城県 高萩市
茨城県 北茨城市
茨城県 笠間市
茨城県 取手市
茨城県 牛久市
茨城県 つくば市

茨城県
ひたちなか
市

茨城県 鹿嶋市
茨城県 潮来市
茨城県 守谷市
茨城県 常陸大宮市
茨城県 那珂市
茨城県 筑西市
茨城県 坂東市
茨城県 稲敷市

茨城県
かすみがう
ら市

茨城県 桜川市
茨城県 神栖市
茨城県 行方市
茨城県 鉾田市

茨城県
つくばみらい
市

茨城県 小美玉市
茨城県 茨城町
茨城県 大洗町
茨城県 城里町
茨城県 東海村
茨城県 大子町
茨城県 美浦村
茨城県 阿見町
茨城県 河内町
茨城県 八千代町
茨城県 五霞町
茨城県 境町
茨城県 利根町

問１　学校における業務改善について

H.教育委員会事務局の体制整備について A.登下校に関する対応 B.放課後から夜間などにおけ
る見回り、児童生徒が補導さ
れた時の対応について

（２）業務に係る負担軽減の取組（１）学校における業務改善の取り組み状況について

①教育委員会
における業務の
適正化を図るた
め、業務の精選
等を積極的に実
施している。

①地方公
共団体や
教育委員
会等、学
校以外の
主体が中
心的に担
うこととし
ている。

②学校以外
の主体が中
心的に担う
こととしては
いないが、
学校現場の
負担軽減の
ための取組
を実施して
いる。

③特
に取
り組
んで
いな
い。

②業務の適正化
を図るため、総合
教育会議等を通じ
て、首長や首長部
局等とも共通理解
を深めている。

③その
他

④特に
取り組ん
でいな
い。

①地方公
共団体や
教育委員
会等、学
校以外の
主体が中
心的に担
うこととし
ている。

②学校以外
の主体が中
心的に担うこ
ととしてはい
ないが、学校
現場の負担
軽減のため
の取組を実
施している。

③特に
取り組
んでい
ない。

〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇
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都道府県名 市区町村名

茨城県 水戸市
茨城県 日立市
茨城県 土浦市
茨城県 古河市
茨城県 石岡市
茨城県 結城市
茨城県 龍ケ崎市
茨城県 下妻市
茨城県 常総市
茨城県 常陸太田市
茨城県 高萩市
茨城県 北茨城市
茨城県 笠間市
茨城県 取手市
茨城県 牛久市
茨城県 つくば市

茨城県
ひたちなか
市

茨城県 鹿嶋市
茨城県 潮来市
茨城県 守谷市
茨城県 常陸大宮市
茨城県 那珂市
茨城県 筑西市
茨城県 坂東市
茨城県 稲敷市

茨城県
かすみがう
ら市

茨城県 桜川市
茨城県 神栖市
茨城県 行方市
茨城県 鉾田市

茨城県
つくばみらい
市

茨城県 小美玉市
茨城県 茨城町
茨城県 大洗町
茨城県 城里町
茨城県 東海村
茨城県 大子町
茨城県 美浦村
茨城県 阿見町
茨城県 河内町
茨城県 八千代町
茨城県 五霞町
茨城県 境町
茨城県 利根町

問１　学校における業務改善について

C.学校徴収金（学校給食費は除く。）の徴収・管理
について

D.地域ボランティアとの連絡調整について

（２）業務に係る負担軽減の取組

①公会
計で処
理してい
る。（一
部の徴
収金を公
会計に
移行した
場合を含
む。）

②教育
委員会
事務局
が徴
収・管
理業務
を担っ
てい
る。

③首
長部
局が
徴収・
管理
業務
を担っ
てい
る。

④
そ
の
他

⑤特
に取
り組
んで
いな
い。

④学校が徴
収・管理業
務を担って
いるが、教
師以外の者
が担当する
よう、指導・
助言や必要
な支援を
行っている。

⑤そ
の他

⑥特
に取
り組
んで
いな
い。

①地域ボランティアとの
連絡調整は、窓口とな
る学校職員が直接行う
のではなく、地域学校協
働活動推進員（社会教
育法第9条の7）等の学
校以外の主体が中心的
に行うよう、地方公共団
体や教育委員会等にお
いて必要な取組を実施
している。

②学校におけ
る地域連携の
窓口となる地
域連携担当教
職員につい
て、校務分掌
上へ位置付け
るように学校
に対して指導
助言を行って
いる。

③学校にお
ける地域連
携の窓口とな
る地域連携
担当教職員
について、学
校管理規則
や標準職務
例に規定して
いる。

〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇

〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇 〇
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都道府県名 市区町村名

茨城県 水戸市
茨城県 日立市
茨城県 土浦市
茨城県 古河市
茨城県 石岡市
茨城県 結城市
茨城県 龍ケ崎市
茨城県 下妻市
茨城県 常総市
茨城県 常陸太田市
茨城県 高萩市
茨城県 北茨城市
茨城県 笠間市
茨城県 取手市
茨城県 牛久市
茨城県 つくば市

茨城県
ひたちなか
市

茨城県 鹿嶋市
茨城県 潮来市
茨城県 守谷市
茨城県 常陸大宮市
茨城県 那珂市
茨城県 筑西市
茨城県 坂東市
茨城県 稲敷市

茨城県
かすみがう
ら市

茨城県 桜川市
茨城県 神栖市
茨城県 行方市
茨城県 鉾田市

茨城県
つくばみらい
市

茨城県 小美玉市
茨城県 茨城町
茨城県 大洗町
茨城県 城里町
茨城県 東海村
茨城県 大子町
茨城県 美浦村
茨城県 阿見町
茨城県 河内町
茨城県 八千代町
茨城県 五霞町
茨城県 境町
茨城県 利根町

問１　学校における業務改善について

E.調査・統計等への回答等について

（２）業務に係る負担軽減の取組

①教育委員
会による学
校への調査・
照会につい
て、それぞれ
の調査の対
象（悉皆／抽
出）・頻度・時
期・内容・様
式等を精査し
ている。

②教育
委員会
による学
校への
調査・照
会につ
いて、調
査の一
元化等
により回
数を削
減した。

③域内共通
ネットワーク
型の校務支
援システムを
構築し、当該
システムから
教育委員会
が情報を取
得することに
よって調査回
数を削減して
いる。

④首長部局
に対して、学
校を対象と
した調査を
行う場合
は、調査項
目の精査や
負担軽減に
向けた見直
しを行うよう
働きかけて
いる。

⑤民間団体等から
の、作文・絵画コン
クール等への出展依
頼や家庭向けの配布
依頼等について、当
該団体等に対して、
教育委員会経由での
連絡や学校によらな
い子供たちへの周知
方法の検討などの協
力を要請している。

⑥民間団体等からの依
頼を学校宛てに連絡す
る際は、例えば、教育委
員会が後援名義を出し
ているもの、所管団体が
主催しているもの、学校
教育の一環として教育
課程との関連が図られ
るものであるなど、一定
の基準を設けて、真に
効果的で必要なものに
精選している。

⑦学校における調
査・統計等への回
答は、例えば、教育
課程の編成・実施
や生徒指導など教
師の専門性に深く
関わるもの以外の
調査については、
事務職員等が中心
となって回答するよ
う促している（工夫
している）。

⑧そ
の他

⑨特
に取
り組
んで
いな
い。

〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇

〇
〇 〇

〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇

〇
〇

〇 〇
〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇
〇 〇

〇 〇 〇 〇
〇

〇
〇 〇 〇

〇
〇 〇 〇 〇 〇

〇

〇
〇

〇
〇

〇

〇 〇
〇

〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇

〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇
〇 〇 〇
〇

〇
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都道府県名 市区町村名

茨城県 水戸市
茨城県 日立市
茨城県 土浦市
茨城県 古河市
茨城県 石岡市
茨城県 結城市
茨城県 龍ケ崎市
茨城県 下妻市
茨城県 常総市
茨城県 常陸太田市
茨城県 高萩市
茨城県 北茨城市
茨城県 笠間市
茨城県 取手市
茨城県 牛久市
茨城県 つくば市

茨城県
ひたちなか
市

茨城県 鹿嶋市
茨城県 潮来市
茨城県 守谷市
茨城県 常陸大宮市
茨城県 那珂市
茨城県 筑西市
茨城県 坂東市
茨城県 稲敷市

茨城県
かすみがう
ら市

茨城県 桜川市
茨城県 神栖市
茨城県 行方市
茨城県 鉾田市

茨城県
つくばみらい
市

茨城県 小美玉市
茨城県 茨城町
茨城県 大洗町
茨城県 城里町
茨城県 東海村
茨城県 大子町
茨城県 美浦村
茨城県 阿見町
茨城県 河内町
茨城県 八千代町
茨城県 五霞町
茨城県 境町
茨城県 利根町

問１　学校における業務改善について

F.児童生徒の休み時間における
対応について

G.校内清掃について

（２）業務に係る負担軽減の取組

②輪番等
によって負
担を軽減す
るように学
校に対して
指導・助言
したり、必
要な支援を
実施してい
る。

③そ
の他

④特
に取り
組ん
でいな
い。

①地
域人
材等
の協
力を
得て
いる。

②民
間委
託し
てい
る。

③清掃指導
について、輪
番等によって
負担を軽減
するように学
校に対して指
導・助言した
り、必要な支
援を実施して
いる。

①地
域人
材等
の協
力を
得て
い
る。

④
そ
の
他

⑤特
に取
り組
んで
いな
い。

〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇
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都道府県名 市区町村名

茨城県 水戸市
茨城県 日立市
茨城県 土浦市
茨城県 古河市
茨城県 石岡市
茨城県 結城市
茨城県 龍ケ崎市
茨城県 下妻市
茨城県 常総市
茨城県 常陸太田市
茨城県 高萩市
茨城県 北茨城市
茨城県 笠間市
茨城県 取手市
茨城県 牛久市
茨城県 つくば市

茨城県
ひたちなか
市

茨城県 鹿嶋市
茨城県 潮来市
茨城県 守谷市
茨城県 常陸大宮市
茨城県 那珂市
茨城県 筑西市
茨城県 坂東市
茨城県 稲敷市

茨城県
かすみがう
ら市

茨城県 桜川市
茨城県 神栖市
茨城県 行方市
茨城県 鉾田市

茨城県
つくばみらい
市

茨城県 小美玉市
茨城県 茨城町
茨城県 大洗町
茨城県 城里町
茨城県 東海村
茨城県 大子町
茨城県 美浦村
茨城県 阿見町
茨城県 河内町
茨城県 八千代町
茨城県 五霞町
茨城県 境町
茨城県 利根町

問１　学校における業務改善について

H.部活動について

（２）業務に係る負担軽減の取組

⑤部活動の適切
な活動時間や休
養日について、
「運動部活動の在
り方に関する総合
的なガイドライン
（平成30年3月・ス
ポーツ庁）」に則っ
た基準を設定して
いる。

⑥所管の高等学
校において、保護
者による部活動
への過度の期待
等の認識を変え
るため、入試にお
ける部活動に対
する評価の在り方
の見直しや加点
基準の明確化等
を行った。

⑦教師の意識改
革のため、採用
や人事配置等の
段階において、
教師における部
活動の指導力を
過度に評価しな
いよう見直しを
行った。

⑧そ
の他

⑨特
に取り
組ん
でいな
い

①部活動
指導員を
はじめとし
た外部人
材の参画
を図って
いる。

②規模が縮
小している
学校におけ
る部活動数
の適正化に
ついて、学
校に対して
指導・助言
を行ってい
る。

③複
数の
学校
による
合同
部活
動を実
施して
いる。

④ス
ポーツ
や文化
活動を
行う地
域クラ
ブと連
携して
いる。

〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇

〇
〇 〇
〇 〇
〇
〇 〇 〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇 〇

〇 〇

〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇

〇
〇

〇
〇

〇 〇

〇

〇
〇 〇

〇
〇

〇

〇 〇
〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇

〇
〇 〇

〇
〇

〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇

〇
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都道府県名 市区町村名

茨城県 水戸市
茨城県 日立市
茨城県 土浦市
茨城県 古河市
茨城県 石岡市
茨城県 結城市
茨城県 龍ケ崎市
茨城県 下妻市
茨城県 常総市
茨城県 常陸太田市
茨城県 高萩市
茨城県 北茨城市
茨城県 笠間市
茨城県 取手市
茨城県 牛久市
茨城県 つくば市

茨城県
ひたちなか
市

茨城県 鹿嶋市
茨城県 潮来市
茨城県 守谷市
茨城県 常陸大宮市
茨城県 那珂市
茨城県 筑西市
茨城県 坂東市
茨城県 稲敷市

茨城県
かすみがう
ら市

茨城県 桜川市
茨城県 神栖市
茨城県 行方市
茨城県 鉾田市

茨城県
つくばみらい
市

茨城県 小美玉市
茨城県 茨城町
茨城県 大洗町
茨城県 城里町
茨城県 東海村
茨城県 大子町
茨城県 美浦村
茨城県 阿見町
茨城県 河内町
茨城県 八千代町
茨城県 五霞町
茨城県 境町
茨城県 利根町

問１　学校における業務改善について

J.授業準備 K.学習評価や成績処理I.給食時の対応

（２）業務に係る負担軽減の取組

②理科
の観察
実験補
助員の
参画を
図って
いる。

③ＩＣＴ
を活用
して、
教材や
指導案
の共有
化を
図って
いる。

④教育委
員会の教
育セン
ター等に
おける教
材や指導
案の共有
化に取り
組んでい
る。

⑤そ
の他

⑥特
に取
り組
んで
いな
い。

①補助
的業務
につい
て、サ
ポート
スタッフ
等の参
画を
図って
いる。

①学級
担当と
栄養教
諭等と
の連携
により
対応し
てい
る。

②ランチ
ルームの整
備等、複数
学級・学年
が一斉に給
食をとるこ
とのできる
環境を整備
している。

③
地
域
人
材
等
の
協
力を
得て
い

④そ
の
他

⑤特
に取
り組
んで
いな
い。

①サ
ポート
スタッ
フの
参画
を図っ
てい
る。

②ＩＣＴを活
用して、学
習評価や
成績処理
に係る事
務作業の
負担軽減
を図ってい
る。

③そ
の
他

④
特に
取り
組ん
でい
な
い。

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇
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都道府県名 市区町村名

茨城県 水戸市
茨城県 日立市
茨城県 土浦市
茨城県 古河市
茨城県 石岡市
茨城県 結城市
茨城県 龍ケ崎市
茨城県 下妻市
茨城県 常総市
茨城県 常陸太田市
茨城県 高萩市
茨城県 北茨城市
茨城県 笠間市
茨城県 取手市
茨城県 牛久市
茨城県 つくば市

茨城県
ひたちなか
市

茨城県 鹿嶋市
茨城県 潮来市
茨城県 守谷市
茨城県 常陸大宮市
茨城県 那珂市
茨城県 筑西市
茨城県 坂東市
茨城県 稲敷市

茨城県
かすみがう
ら市

茨城県 桜川市
茨城県 神栖市
茨城県 行方市
茨城県 鉾田市

茨城県
つくばみらい
市

茨城県 小美玉市
茨城県 茨城町
茨城県 大洗町
茨城県 城里町
茨城県 東海村
茨城県 大子町
茨城県 美浦村
茨城県 阿見町
茨城県 河内町
茨城県 八千代町
茨城県 五霞町
茨城県 境町
茨城県 利根町

問１　学校における業務改善について

（２）業務に係る負担軽減の取組

M.進路指導

④地域が
主催する
行事と学
校行事を
合同開催
するなど、
効果的・効
率的に実
施してい
る。

L.学校行事等の準備・運営

⑤そ
の他

⑥特
に取
り組
んで
いな
い。

①企業等の
就職先の情
報収集等に
ついて、民
間企業経験
者などの外
部人材等の
参画・協力
を進めてい
る。

②検定試
験や模擬
試験の実
施におけ
る監督等
の業務に
ついて、
民間委託
をしてい
る。

③作成が必
要な書類に
ついて、校
務支援シス
テムの活用
や様式の簡
素化・統一
化を図って
いる。

④集中処理
期間の設定
等、作業をよ
り効果的に
進められるよ
うに学校に
対して指導・
助言を行っ
ている

①地
域人
材等
の協
力を
得て
いる。

②民
間委
託し
てい
る。

③学校
行事の
精選や
内容の
見直し、
準備の
簡素化
を実施し
ている。

⑤そ
の他

⑥特
に取
り組
んで
いな
い。

〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇 〇
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都道府県名 市区町村名

茨城県 水戸市
茨城県 日立市
茨城県 土浦市
茨城県 古河市
茨城県 石岡市
茨城県 結城市
茨城県 龍ケ崎市
茨城県 下妻市
茨城県 常総市
茨城県 常陸太田市
茨城県 高萩市
茨城県 北茨城市
茨城県 笠間市
茨城県 取手市
茨城県 牛久市
茨城県 つくば市

茨城県
ひたちなか
市

茨城県 鹿嶋市
茨城県 潮来市
茨城県 守谷市
茨城県 常陸大宮市
茨城県 那珂市
茨城県 筑西市
茨城県 坂東市
茨城県 稲敷市

茨城県
かすみがう
ら市

茨城県 桜川市
茨城県 神栖市
茨城県 行方市
茨城県 鉾田市

茨城県
つくばみらい
市

茨城県 小美玉市
茨城県 茨城町
茨城県 大洗町
茨城県 城里町
茨城県 東海村
茨城県 大子町
茨城県 美浦村
茨城県 阿見町
茨城県 河内町
茨城県 八千代町
茨城県 五霞町
茨城県 境町
茨城県 利根町

問１　学校における業務改善について

（２）業務に係る負担軽減の取組

N.支援が必要な児童生徒・家庭への対応 O.各学校や地域の置かれた状況等に
応じて発生する業務

③そ
の他

④特
に取
り組
んで
いな
い。

⑤特
に取
り組
んで
いな
い。

①中心とな
る担い手を
学校・教師
以外の者に
積極的に移
行していくと
いう視点に
立って検討
している。

②中心とな
る担い手を
学校・教師以
外の者に移
行する場合
の、受皿の
整備・確保に
努めている。

①スクールカウンセ
ラー、スクールソー
シャルワーカー、特
別支援教育の支援
ができる専門的な人
材、日本語指導がで
きる支援員等の専門
的な人材等の参画
を図っている。

②保護者等から
の過剰な苦情や
不当な要求への
対応について、
学校が組織とし
て対応できるよ
う、教育委員会
において支援体
制を構築してい
る。

③法的観
点から学校
に対して指
導・助言を
行うスクー
ルロイヤー
等の専門
家を配置し
ている。

④そ
の他

〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇
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都道府県名 市区町村名

茨城県 水戸市
茨城県 日立市
茨城県 土浦市
茨城県 古河市
茨城県 石岡市
茨城県 結城市
茨城県 龍ケ崎市
茨城県 下妻市
茨城県 常総市
茨城県 常陸太田市
茨城県 高萩市
茨城県 北茨城市
茨城県 笠間市
茨城県 取手市
茨城県 牛久市
茨城県 つくば市

茨城県
ひたちなか
市

茨城県 鹿嶋市
茨城県 潮来市
茨城県 守谷市
茨城県 常陸大宮市
茨城県 那珂市
茨城県 筑西市
茨城県 坂東市
茨城県 稲敷市

茨城県
かすみがう
ら市

茨城県 桜川市
茨城県 神栖市
茨城県 行方市
茨城県 鉾田市

茨城県
つくばみらい
市

茨城県 小美玉市
茨城県 茨城町
茨城県 大洗町
茨城県 城里町
茨城県 東海村
茨城県 大子町
茨城県 美浦村
茨城県 阿見町
茨城県 河内町
茨城県 八千代町
茨城県 五霞町
茨城県 境町
茨城県 利根町

問１　学校における業務改善について

（３）学校が作成する計画等・組織運営に関する見直し

①教育委員
会として学
校に作成を
求めている
計画等を網
羅的に把握
し、計画の
整理・合理
化を進めて
いる。

⑤特
に取
り組
んで
いな
い。

②標準授業時
数を大幅に上
回る授業時数を
設定した年間指
導計画を作成し
ている学校に対
し、その時数が
過大な場合に
は見直しを促し
ている。

③学校に設置され
ている様々な委員
会等について、類似
の内容を扱う委員
会等については、委
員会等の合同設置
や構成員の統一な
ど、業務の適正化に
向けた運用を各学
校に対して促してい
る。

④そ
の他

〇 〇 〇
〇

〇
〇

〇 〇
〇

〇 〇
〇

〇
〇

〇
〇
〇

〇
〇

〇 〇

〇 〇 〇

〇
〇

〇
〇

〇 〇
〇 〇
〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇
〇

〇
〇 〇 〇

〇 〇

〇
〇

〇
〇 〇 〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
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都道府県名 市区町村名

茨城県 水戸市
茨城県 日立市
茨城県 土浦市
茨城県 古河市
茨城県 石岡市
茨城県 結城市
茨城県 龍ケ崎市
茨城県 下妻市
茨城県 常総市
茨城県 常陸太田市
茨城県 高萩市
茨城県 北茨城市
茨城県 笠間市
茨城県 取手市
茨城県 牛久市
茨城県 つくば市

茨城県
ひたちなか
市

茨城県 鹿嶋市
茨城県 潮来市
茨城県 守谷市
茨城県 常陸大宮市
茨城県 那珂市
茨城県 筑西市
茨城県 坂東市
茨城県 稲敷市

茨城県
かすみがう
ら市

茨城県 桜川市
茨城県 神栖市
茨城県 行方市
茨城県 鉾田市

茨城県
つくばみらい
市

茨城県 小美玉市
茨城県 茨城町
茨城県 大洗町
茨城県 城里町
茨城県 東海村
茨城県 大子町
茨城県 美浦村
茨城県 阿見町
茨城県 河内町
茨城県 八千代町
茨城県 五霞町
茨城県 境町
茨城県 利根町

問２ 勤務時間管理の徹底及び適正な勤務時間の設定について

（１）勤務時間管理や適正な勤務時間の設定に向けて、所管する学
校に対して取り組んでいる内容

（２）教師の勤務時間管理の方法
について

③学
校閉
庁日
を設
定し
てい
る。

④適正な勤
務時間の設
定に係る取
組について、
ＰＴＡ等の協
力も得るた
め、必要な要
請等を行って
いる。

⑤そ
の他

⑥特
に取
り組
んで
いな
い。

①通常の勤務時
間以外の時間帯
に「超勤４項目」
以外の業務を命
ずる場合は、正
規の勤務時間の
割り振りを適正に
行うなどの措置を
講じている。

②勤務時間外
における保護
者や外部から
の問合せ等に
備えた留守番
電話の設置
や、メールによ
る連絡対応の
体制を整備し
ている。

③本
人か
らの
自己
申告
により
管理
してい
る。

④そ
の他

①ＩＣＴの
活用やタ
イムカー
ドなどに
より、勤
務時間を
客観的に
把握して
いる。

②校長
等が現
認するこ
とによ
り、勤怠
管理の
状況を
確認して
いる。

〇 〇 〇
〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇

〇 〇
〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇
〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇
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都道府県名 市区町村名

茨城県 水戸市
茨城県 日立市
茨城県 土浦市
茨城県 古河市
茨城県 石岡市
茨城県 結城市
茨城県 龍ケ崎市
茨城県 下妻市
茨城県 常総市
茨城県 常陸太田市
茨城県 高萩市
茨城県 北茨城市
茨城県 笠間市
茨城県 取手市
茨城県 牛久市
茨城県 つくば市

茨城県
ひたちなか
市

茨城県 鹿嶋市
茨城県 潮来市
茨城県 守谷市
茨城県 常陸大宮市
茨城県 那珂市
茨城県 筑西市
茨城県 坂東市
茨城県 稲敷市

茨城県
かすみがう
ら市

茨城県 桜川市
茨城県 神栖市
茨城県 行方市
茨城県 鉾田市

茨城県
つくばみらい
市

茨城県 小美玉市
茨城県 茨城町
茨城県 大洗町
茨城県 城里町
茨城県 東海村
茨城県 大子町
茨城県 美浦村
茨城県 阿見町
茨城県 河内町
茨城県 八千代町
茨城県 五霞町
茨城県 境町
茨城県 利根町

問３ 働き方に関する意識改革 問４ 業務改善の定量的なフォローアップ

①管
理職
を対
象と
した
マネ
ジメン
ト能
力を
養成
する
研修
を実
施し
てい
る。

⑤部
活動
に関
する
もの

⑥業
務改
善によ
る教
育面
での
効果
に関
するも
の

⑦そ
の
他

①勤
務時
間に
関す
るも
の

②教
職員
の意
識や
負担
感に
関す
るも
の

③事
務作
業の
時間
に関
する
もの

④ＩＣ
Ｔ等
の活
用に
関す
るも
の

⑧
特
に
取
り
組
ん
で
い
な
い。

（１）各学
校におけ
る業務改
善の状況
に係る教
育委員会
の定量的
なフォ
ローアッ
プについ
て、定量
的にフォ
ローアッ
プしてい
る。

(①定量的にフォローアップしているを選択し
た場合)（２） 定量的にフォローアップしている
項目について

②管理
職への
登用の
際、マ
ネジメ
ント能
力を適
正に評
価する
よう工
夫して
いる。

③教
職員
全体
に対し
て働き
方に
関す
る研
修を
実施
してい
る。

④学校
の重点
目標や
経営方
針に、
教職員
の働き
方に関
する視
点を取
り入れ
てい
る。

⑤教
職員
の人
事評
価にお
いて、
担当
業務
の適
正化
の取
組を評
価項
目とし
てい
る。

⑥業務
改善や
教職員
の働き
方に関
する項
目を学
校評価
に位置
付けて
いる。

⑦業務
改善の
取組に
つい
て、毎
年度実
施する
教育委
員会の
自己点
検・評
価の中
で取り
上げて
いる。

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 － － － － － － －

〇 － － － － － － －
〇 － － － － － － －

〇 〇 〇 〇
〇 － － － － － － －

〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇

〇 〇 － － － － － － －
〇 〇 〇
〇 － － － － － － －

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 － － － － － － －
〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 － － － － － － －
〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 － － － － － － －
〇 － － － － － － －

〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇 － － － － － － －
〇 〇 〇 〇 － － － － － － －

〇 － － － － － － －
〇 － － － － － － －

〇 － － － － － － －
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 － － － － － － －

〇 － － － － － － －
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